
安定所・出張所 日時 連絡先

神戸

月４日　金曜日　（注）参照
９：００～１２：００×２日
９：００～１１：００×２日
第２水曜日　１５：００～１７：００
第４水曜日　１５：００～１７：００

電話　０７８（３６２）８６０９
 FAX  ０７８（３６２）４５８２

三田
月４日　金曜日　(注）参照
９：００～１０：４５

電話　０７９（５６３）８６０９
 FAX  ０７９（５６３）８６０７

灘
月３日　月曜日　(注）参照
９：００～１１：３０×２日
９：００～１１：００×１日

電話　０７８（８６１）８６０９
 FAX  ０７８（８６１）８００１

尼崎

月３日　火曜日　(注）参照
９：００～１１：００×１日
１０：００～１２：００×１日
９：００～１２：００×１日

電話　０６（７６６４）８６０９
 FAX  ０６（６４８７）０３５３

西宮
月４日 火曜日　(注）参照
９：００～１１：００×２日
９：００～１１：３０×２日

電話　０７９８（２２）８６００
 FAX  ０７９８（２２）８６２７

姫路
毎週　木曜日
１３：００～１４：３０　または　１５：００

電話　０７９（２２２）８６０９
 FAX  ０７９（２２２）８６１１

加古川
月２日　金曜日　(注）参照
９：００～１２：３０

電話　０７９（４２１）８６０９
 FAX  ０７９（４２２）２６１３

聴覚障害者の方が、ハローワークで就業相談等を行う際に、職員との意思疎

通を円滑に行うためのお手伝いをする、手話協力員を配置しています。

手話協力員が配置されているハローワークは以下のとおりです。

ハローワークにより対応できる曜日や時間帯が異なります。

また、相談時間等は変更になる場合もありますので、事前に各ハローワークへ

ＦＡＸ等によりご連絡いただき、予約をお願いします。

遠隔手話通訳サービス（※）は

左記以外にもご利用可能です。

遠隔手話通訳サービス（※）は

左記以外にもご利用可能です。



安定所・出張所 日時 連絡先

伊丹
月４日　木曜日　(注）参照
９：３０～１１：３０×３日
９：３０～１０：３０×１日

電話　０７２（７７２）８６０９
 FAX  ０７２（７７２）８６２９

明石
月４日　木曜日 １０：００～１１：４５　　(注）参照
月４日　木曜日 １４：００～１５：４５　　(注）参照

電話　０７８（９１２）２２７７
 FAX  ０７８（９１２）２２９７

豊岡 第４木曜日　８：３０～１２：００
電話　０７９６（２３）３１０１
 FAX  ０７９６（２４）４８８１

香住 第１木曜日　８：３０～１２：００
電話　０７９６（３６）０１３６
 FAX  ０７９６（３６）３４７１

八鹿 第２木曜日　８：３０～１２：００
電話　０７９（６６２）２２１７
 FAX  ０７９（６６２）７１６９

和田山 第３木曜日　８：３０～１２：００
電話　０７９（６７２）２１１６
 FAX  ０７９（６７２）０８３８

西脇
月４日　火曜日　（注）参照
９：３０～１１：００×２日
９：３０～１１：３０×２日

電話　０７９５（２２）３１８１
 FAX  ０７９５（２２）３９６９

洲本
月３日　(注）参照
火曜日 ９：００～１２：００×２日
水曜日 １０：００～１１：００×１日

電話　０７９９（２２）０６２０
 FAX  ０７９９（２２）６７５０

柏原 月１日　水曜日　８：３０～１２：００　(注）参照
電話　０７９５（７２）１０７０
 FAX  ０７９５（７２）１２８２

篠山 月１日　木曜日　８：３０～１２：００　(注）参照
電話　０７９（５５２）００９２
 FAX  ０７９（５５２）５５７９

龍野 月２日（第２、４月曜日）８：３０～１２：００
電話　０７９１（６２）０９８１
 FAX  ０７９１（６２）０９８９

相生 月１日（第３木曜日）８：３０～１２：００
電話　０７９１（２２）０９２０
 FAX  ０７９１（２２）０９３９

赤穂 月１日（第２木曜日）８：３０～１２：００
電話　０７９１（４２）２３７６
 FAX  ０７９１（４３）７９０８

西神
月４日　木曜日　(注）参照
１０：００～１１：３０×２日
１０：００～１２：００×２日

電話　０７８（９９１）１１００
 FAX  ０７８（９９１）７２４４

　　

　　　   ※　　   遠隔手話通訳サービスは、テレビ電話を活用した手話通訳サービスです。

兵庫労働局職業安定部職業対策課

(注) 神戸、三田、灘、尼崎、西宮、加古川、伊丹、明石、西脇、洲本、柏原、篠山、西神

の各所については、

月によって出勤の週が変わります。

(注) 神戸、三田、灘、尼崎、西宮、加古川、伊丹、明石、西脇、洲本、柏原、篠山、西神の各所については、

月によって出勤の週が変わります。

また、各公共職業安定所ともに、曜日、時間については、やむを得ず変更される場合がありますので、

必ず各ハローワークに確認の上、来所してください。

遠隔手話通訳サービス（※）は

左記以外にもご利用可能です。


